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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　ペースト状または液体化粧品用の容器にして、
　底区域（１１）と自由縁部（１２）が設けられた長手方向に延在する細長い本体と、
　その化粧品を含み、本体内で、底区域付近の休止低位置と自由縁部付近の作動高位置と
の間で並進移動可能な、ネック部を備える貯留部（２０）と、
　本体と貯留部の間に位置付けられた弾性圧縮可能な案内デバイス（６１、６４、６５、
５６４、５６５、５６５’）において、貯留部の休止低位置を決定する安定引込み配置形
態とその貯留部の作動高位置を決定する最大伸張配置形態とを有し、それらの配置形態の
一方から他方へのデバイスの移動が、バネに抗した安定引込み位置を超える引き込みによ
って成され、デバイスが、本体と貯留部の一方に、本体の実質的に長手方向に配設された
中空案内トラックを備え、本体と貯留部の他方には、少なくともデバイスがその最大伸張
配置形態にあるときその中空案内トラック内に係合される追従フィンガを備える、弾性圧
縮可能な案内デバイスと、
　シャフト（３１）を備える塗布部材（３０）において、シャフトがキャップ（４０）に
接合され、シャフトが貯留部のネック部を通過する、その貯留部に対して再装填用配置形
態にある貯留部内に押し込まれる際に化粧品が装填されるように適合された塗布器（３２
）によって終端し、そのキャップが、再装填配置形態で、貯留部を本体内にそれがその休
止低配置形態に到達するまで押し込めることによって本体の内側に係合するように適合さ
れ、他方向では、塗布部材が貯留部および本体から引き出されることを可能にするように



(2) JP 5425916 B2 2014.2.26

10

20

30

40

50

弾性圧縮可能な案内デバイスの作用下で本体から少なくとも部分的に引き出されるように
適合される、塗布部材とを備える容器であって、
　キャップを本体内に押し込む結果として弾性圧縮可能なデバイスがその最大伸張配置形
態から退出する際に、追従フィンガの移動上に抵抗制動点を成すように、その案内トラッ
クの近傍に取付け式弾性部材（６７、５６７、５６５、５６５Ａ’、６６５、６６５Ａ’
）が設けられることを特徴とする、容器。
【請求項２】
　塗布部材と貯留部が、塗布部材のキャップに掛けられた引出し力が貯留部のその作動高
位置に向かった動きを引き起こせるように、貯留部がその休止低位置からその作動高位置
に移動する間にその部材をその貯留部に連係するのに適した相補的部材（８０、３５、１
０８１、１０３５）を備えることを特徴とする、請求項１に記載の容器。
【請求項３】
　これらの相補的連係部材が、塗布部材のシャフトと貯留部の間でその連係の場所に密閉
をもたらすように設計されることを特徴とする、請求項２に記載の容器。
【請求項４】
　シャフトが、塗布器の方には密閉部位（３５Ａ）を、キャップの方には横方向接触表面
（３５Ｄ）を備える突起部（３５）を備え、貯留部が、そのネック部に到達する手前で、
密閉部位を軸方向に当接するように受け取るように適合された着座形成狭窄部（７１）を
、またそのネック部を超えたところで、複数の剛性セクタ（８１）と弾性セクタ（８２）
によって円周に沿って形成されたカラー（８０）を備え、そのカラーが本体の内側断面よ
りも大きな寸法となる弛緩配置形態と、本体の内側に閉じ込められる狭窄配置形態とを有
し、剛性セクタが、そのカラーの内側縁部に沿って、塗布部材がその休止配置形態にある
とき密閉部位を狭窄部に対して維持するように突起部の横方向接触表面に対して軸方向に
当接するように適合されるリムを備えることを特徴とする、請求項２または３に記載の容
器。
【請求項５】
　密閉手段が、塗布器の方には密閉部位を、キャップの方には塗布部材のシャフトに形成
された横方向接触表面（１０３５Ｄ）を備える突起部（１０３５）を備え、貯留部の空洞
内には、塗布部材が貯留部の再装填配置形態に係合されるとき突起部によって通り越され
るように、またその塗布部材がその再装填配置形態に留まる限り、その突起部をその着座
に対して維持するように適合された隆起部（１０８１）が設けられることを特徴とする、
請求項２または３に記載の容器。
【請求項６】
　弾性圧縮可能な案内デバイスがその配置形態の一方から他方に移動するとき、追従フィ
ンガが中空案内トラック内に係合したままとなり、その中空案内トラックが、前記安定引
込み配置構成を中央部位が決定する、追従フィンガによって単一方向にのみ移動されるこ
とができるＷ字形状ゾーンを備えたハート形状部位（６４Ａ）を備えることを特徴とする
、請求項１から５のいずれか一項に記載の容器。
【請求項７】
　弾性圧縮案内デバイスがその最大伸張配置形態にあるとき、そのハート形状ゾーンが、
追従フィンガが係合される中空案内トラックのゾーンから離隔されることを特徴とする、
請求項６に記載の容器。
【請求項８】
　貯留部の作動高位置を弾性部材および追従フィンガと共に画定するトラックの一部が、
ハート形状の尖り部の方に尖り部が配向されたドロップ形状部位（６４Ｂ）であることを
特徴とする、請求項６または７に記載の容器。
【請求項９】
　中空案内トラックが、ハート形状部位とドロップ形状部位の間に、追従フィンガによっ
て両方向に通り越されるように適合された単一の長手方向部位（６４Ｃ）を備えることを
特徴とする、請求項８に記載の容器。
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【請求項１０】
　取付け式弾性部材（６７、５６７）が、貯留部および本体の壁と並行に、本体の長手方
向に対して横方向に変形することが可能な弾性部材であることを特徴とする、請求項１か
ら９のいずれか一項に記載の容器。
【請求項１１】
　取付け式弾性部材が、追従フィンガの移動がそのブレードの変形を引き起こすように、
その中空案内トラックの横側面付近に配設される取付け式弾性ストリップ（６７）である
ことを特徴とする、請求項１０に記載の容器。
【請求項１２】
　案内トラックが、追従フィンガを受け取るそのゾーンで、両軸方向で移動されることの
できる部位であり、取付け式弾性部材（５６７）が、Ｕ字形状部分において、その分枝部
が長手方向に配向され、それらの間に追従フィンガを受け取ることが可能な空間を形成す
るように構成され、その空間に対してＵ字の底部とは反対側の端部で、その追従フィンガ
によってその空間からＵ字の外側の方にのみ、それらの分枝部を追従フィンガによって広
げて離すことによって移動されることが可能な狭窄部を画定する、Ｕ字形状部分であるこ
とを特徴とする、請求項１０に記載の容器。
【請求項１３】
　貯留部がその作動高位置に接近するとき、追従フィンガが、それがＵ字形状部分に形成
された空間内に掛け止まるまで分枝部の上を滑動できるように、他方、貯留部がその休止
低位置の方へ押しやられるとき、追従フィンガが、ランプによってトラックの底部に到達
することができるように分枝部同士を広げることによってその狭窄部を通り越さなければ
ならないように、トラックの底部に対して後退して設けられた、その底部の残りの部分に
連結するための連結ランプ（５６４Ｅ）が設けられた空洞にそのＵ字形状部分が係合され
ることを特徴とする、請求項１２に記載の容器。
【請求項１４】
　案内トラックが、追従フィンガ（５６５、５６５’）を受け取るゾーンで、両軸方向に
沿って移動されることができる部位であり、取付け式弾性部材が、追従フィンガを中空案
内トラックの底部の方へ押圧するように追従フィンガを担持する弾性ストリップ（５６５
Ａ、５６５Ａ’）であることを特徴とする、請求項１から９のいずれか一項に記載の容器
。
【請求項１５】
　中空案内トラックが本体に接合され、追従フィンガが貯留部に接合されることを特徴と
する、請求項１から１４のいずれか一項に記載の容器。
【請求項１６】
　バネ、中空案内トラック、および追従フィンガが本体と貯留部の横壁同士の間に配設さ
れることを特徴とする、請求項１から１５のいずれか一項に記載の容器。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、化粧品が塗られている時間以外は、塗るべき化粧品を含む筒状貯留部内に係
合される塗布器が設けられた塗布部材を備える、ペースト状または液体化粧品用の容器に
関し、それは、以下に限定される訳ではないが、特にマスカラ容器に、またグロス容器に
も適用される。
【背景技術】
【０００２】
　このような容器、特にマスカラ容器は従来から、貯留部内に押し込まれる際に塗布器に
よって取られた余分の化粧品を堰き止めるように適合されたワイパーを、容器のネック部
付近に（実際には貯留部で）設けて備える。
【０００３】
　実際には、塗布部材は、使用者がマスカラ塗布器を操るために作用を及ぼすキャップを
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備える。マスカラが液体またはペースト状であるということは、マスカラが塗布されてい
る時間以外は、キャップが容器のネック部に係合されているときに、効果的な密閉が実現
されなければならないことを意味する。実際には、この密閉は、容器のネック部へのキャ
ップのねじ込み作用またはクリップ作用によって得られる。したがって、キャップは、閉
鎖配置形態のマスカラ容器の外側表面の要部を形成する部材であり、マスカラを塗布する
動作の前に、容器を開けるために複合運動または相当の力が与えられなければならない。
【０００４】
　欧州特許第１７２１５４３号明細書は、マスカラ容器（図１８から図２４参照）を含む
様々な化粧品用容器であって、
　長手方向に細長く、底部と自由縁部が設けられた本体と、
　その本体内に含まれ、安定低位置と安定高位置の間で並進移動可能な、ネック部を備え
る貯留部と、
　本体と貯留部の間に配設された、２つの安定した引込み位置を備えた弾性圧縮可能なデ
バイスにおいて、２つの安定した軸方向引込み位置は、貯留部の安定した低位置と高位置
を画定する、弾性圧縮可能なデバイスと、
　マスカラが装填されるように適合された塗布器によって終端されるシャフトを備える塗
布部材において、シャフトの一部と塗布器とは、塗布器にマスカラが装填されることが可
能になるように貯留部内に含まれる休止配置形態を有し、かつ貯留部および容器から完全
に出ていることが可能である、塗布部材と、
　塗布部材のシャフトに接合され、本体内に係合するように適合されるキャップにおいて
、弾性圧縮可能なデバイスの安定した軸方向引込み配置形態は、塗布部材がその貯留部で
休止配置形態にあるとき、キャップは本体の自由縁部と同一面で本体内に引き込まれてい
る、あるいは本体から少なくとも部分的に突き出ている、キャップと、
　塗布器が貯留部に進入するとき、またはそこから引き出されるときに塗布器によって通
過されるように貯留部の出口に設けられたワイパーと、
　シャフトと貯留部のネック部とによってそれぞれ担持される相補的密閉部材とを備える
、容器について述べている。
【０００５】
　このような配置形態は、不意に開口するという大きなリスクを伴わずに、簡単かつ確実
に使用できながら、極めて洗練された審美性を有することを可能にし、法外なほど嵩張る
ものにもならない。
【０００６】
　より具体的には、容器の本体内にキャップが引き込まれることは、容器の審美性が本質
的にその本体によって画定されることを可能にし、２つの安定した引込み位置を備えた弾
性圧縮可能なデバイスの存在は、単にキャップを押し入れる動きだけで、それが貯留部に
伝えられ、そのデバイスの一方の引込み位置から他方の位置への移動を引き起こすことを
可能にし、キャップの引込み（キャップが不意に本体から外れるリスクが極めて小さい）
をもたらすか、あるいは突出部が使用者の指の間で掴まれることを可能にするほど充分に
キャップの一部が突出するようにし、次いで塗布器によって取られた化粧品の塗布を実施
する（使用者は片手で簡単な動きをするだけでもよい）ように本体から外にそれが引き出
されるようにする。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００７】
【特許文献１】欧州特許第１７２１５４３号明細書
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００８】
　欧州特許第１７２１５４３号明細書で述べられるような容器は、様々な寸法状の制約に
従わなくてはならない。
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【０００９】
　したがって、キャップが本体に対して安定高位置に突き出る軸方向距離は、使用者によ
る把持を可能にするほど充分になければならないが、その距離は、弾性圧縮可能なデバイ
スの高位置と低位置の間の軸方向の距離と等しく、したがってその弾性圧縮可能なデバイ
スの移動は、その把持をし易くすることが望まれるとき、一層大きくなければならない。
【００１０】
　さらに、上述の明細書内に述べられた実施形態では、相補的密閉部材は、キャップと塗
布器の間のシャフトによって担持される突起部と、貯留部のネック部上に設けられた複数
の固定ツメとによって構成される。貯留部の低位配置形態では、それらのツメは、その突
起部に係合されたままとなるように本体の内壁によって半径方向に支持されるが、貯留部
の高位置では、ツメが本体のボリュームの外側にあって、ツメ同士が半径方向に離れ、突
起部を放すことができるようになる。したがって、相補密閉部材のこのような形態が選択
されるとき、キャップは、貯留部の高位配置形態で本体から完全に出ていなければならな
い。その結果、そのような選択がなされると、キャップに大きな高さを選択することが求
められるとき、弾性圧縮可能なデバイスの移動は一層大きくなければならない。
【００１１】
　付随的に述べると、相補的な密閉部材をこのように選択することに関して、上述の文献
内で提案された幾何学的形状は、充分な密閉を提供するためには極めて精確な寸法設計を
行わねばならないこと意味することに留意されたい。
【００１２】
　さらに付随的に述べると、そのような選択に関して、ツメは、シャフトおよびその塗布
器が貯留部へ進入する際、またはそこから引き出される際に通過しなければならない開口
部の画定に関与するが、ツメが存在することは塗布器によって担持される化粧品によって
塞栓され易いスロットをそのままに残してしまい、このことは貯留部のネック部の清潔さ
、ならびに塗布器の耐性に悪影響を及ぼす場合がある（塗布器がそれらのツメを通り抜け
る際に劣化するリスクがある場合）ことに留意されたい。さらに、その明細書で提案され
る、突起部分が実質的に球状である実施例では、ツメが互いに近づくことが、シャフトに
軸方向の力を掛けることにつながる。軸方向に掛かる力は、時間経過とともに、またはそ
れらのツメの摩耗によって変化する場合があり、それによって密閉効果も時間経過ととも
に変化し易い。
【００１３】
　本発明は、上述の欠点の少なくとも一部を緩和することを模索する。
【課題を解決するための手段】
【００１４】
　本発明はペースト状または液体化粧品用の容器にして、塗布部材と、その化粧品を含む
ように、休止配置形態にあるとき塗布部材の一部を密閉式に受け取るように適合された貯
留部とを備える容器であって、貯留部は、２つの安定引込み配置形態を有する弾性圧縮可
能なデバイスの作用下で移動可能であり、容器は、その弾性圧縮可能なデバイスの移動と
、そのように使用されるバネの力とには無関係に、様々な構成要素の軸方向寸法が自由に
選択されることを可能する、また使用者が容器を閉鎖することを望む前に貯留部が降りて
しまわずに、塗布部材が貯留部に進入し、そこから退出できることを保証する（特にマス
カラ容器にワイパーが設けられる場合に）のに充分に高い位置で貯留部を維持することを
可能にする構造によって簡単かつ確実に使用できる、容器に関する。
【００１５】
　本発明の他の態様によると、本発明は、ペースト状または液体の化粧品用の容器におい
て、塗布部材と、その化粧品を含むように、休止配置形態にあるとき塗布部材の一部を受
け取るように適合された貯留部とを備える容器であって、簡単かつ確実に使用でき、２つ
の安定引込み配置形態を備えた弾性圧縮デバイスを使用しながら、本体内でその貯留部が
移動する際に貯留部と塗布デバイスの間で耐久的に充分な密閉をもたらし、かつ詰まりの
リスクを最小限度に抑える容器に関する。
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【００１６】
　当然のことながら、これらの２つの態様は組み合わせられても、組み合わせられなくて
もよい。第２態様はそれ自体が有利な態様と考えられるだけでなく、第１態様に対する有
用な補足物とも考えられてもよい。
【００１７】
　第１態様に関連して、本発明はペースト状または液体化粧品用の容器において、
　底ゾーンと自由縁部が設けられた長手方向に延在する細長い本体と、
　その化粧品を含み、本体内で、底ゾーン付近の休止低位置と自由縁部付近の作動高位置
との間で並進移動可能な、ネック部を備える貯留部と、
　本体と貯留部の間に位置付けられた弾性圧縮可能な案内デバイスにおいて、貯留部の休
止低位置を決定する安定引込み配置形態とその貯留部の作動高位置を決定する最大伸張配
置形態とを有し、それらの配置形態の一方から他方へのデバイスの移動は、バネに抗した
安定格納位置を超える引き込みによって成され、デバイスは本体と貯留部の一方に、本体
の実質的に長手方向に配設された中空の案内トラックを備え、本体と貯留部の他方には、
少なくともデバイスがその最大伸張配置形態にあるとき中空案内トラック内に係合される
追従フィンガを備える、弾性圧縮可能な案内デバイスと、
　シャフトを備える塗布部材において、シャフトはキャップに接合され、シャフトが貯留
部のネック部を通過する、その貯留部に対して再装填用配置形態で貯留部内に押し込まれ
る際に化粧品が装填されるように適合された塗布器によって終端し、そのキャップは、再
装填配置形態で、貯留部を本体内にそれがその休止低配置形態に達するまで押し込むこと
によって本体の内側に係合するように適合され、他方向では、塗布部材が貯留部および本
体から引き出されることを可能にするように弾性圧縮可能な案内デバイスの作用下で本体
から少なくとも部分的に引き出されるように適合される、塗布部材とを備える容器であっ
て、
　キャップを本体内に押し込んだ結果として弾性圧縮可能な案内デバイスがその最大伸張
配置形態から退出する際に、追従フィンガの移動途上に抵抗制動点を成すように、その案
内トラックの近傍に取付け式弾性部材が設けられることを特徴とする容器を提供する。
【００１８】
　貯留部がその作動高位置にある位置から追従フィンガが退出することを防止する傾向に
ある弾性部材の存在は、バネがその保持を実現できるようにバネの寸法決めをする必要が
もはや無くなるという利点を与えることに留意されたい。
【００１９】
　さらに、この弾性部材が取付け式の部材であるということにより、弾性部材が、本体ま
たは貯留部に選択される材料とは関係のない材料から製作されることが可能になる。した
がって、弾性部材は容器の供用期間中にさらに変更されてもよい。この弾性部材が取付け
式の部材であるということは、弾性部材が、所与の本体および貯留部について、貯留部に
含まれる化粧品に応じて、またワイパーがある場合にはそれによって塗布器の通路に与え
られる抵抗力に応じて、したがってその塗布器の構成および幾何学形状に応じて選択され
てもよいという利点も有する。
【００２０】
　塗布部材のキャップに掛けられた引出し力が貯留部を作動高位置の方へ動かせるように
、塗布部材と貯留部は有利には、貯留部が休止低位置から作動高位置へ移動中に塗布部材
をその貯留部に連携させるのに適した相補的部材を備える。したがって、貯留部をその作
動高位置に移動するためにバネの寸法決めが充分にされる必要はもはやない。そのバネは
、使用者によってそれが継続して引き出せるために充分な把持をキャップが提供するため
に充分な距離だけ貯留部を押し戻すのに充分であればよい。
【００２１】
　これらの相補的連係部材は、さらに塗布部材のシャフトと貯留部の間の密閉をもたらす
ように有利に設計される。
【００２２】
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　有利には、追従フィンガは、弾性圧縮可能な案内デバイスがその配置形態の一方から他
方に移動する際に中空案内トラック内に係合されたままとなり、その中空案内トラックは
、前記安定引込み配置形態を中央部位が決定し、追従フィンガが単一方向にのみ移動でき
るＷ形状ゾーンを備えたハート形状部位を備える。したがって、中空案内トラックと追従
フィンガは案内する役目だけでなく、安定引込み配置形態を画定する役目も果たす。変化
形態として、この画定は、その案内トラックおよび追従フィンガとは異なった部材、例え
ば欧州特許第１７２１４５３号明細書でその図１１から図１３に関して述べられているも
のと類似の部材によって行われる。
【００２３】
　ハート形状部位は、一実施形態においては、Ｗ形状ゾーンとは軸方向の反対側の端部に
、弾性圧縮可能な案内デバイスがその最大伸張位置にあるときに追従フィンガが位置付け
られてもよい先の尖ったゾーンを備える。しかしながら、このハート形状ゾーンは、デバ
イスがその最大伸張配置形態にあるときに追従フィンガが係合されるその中空案内トラッ
クのゾーンから離隔されることが好ましい。これは、高位置を弾性部材とともに画定する
ことに関連した制約と、引込み低位配置形態の画定に関する制約に関連した制約とを切り
離して、中空案内トラックが寸法決めされることを可能にする。さらに、ハート形状部位
は、貯留部に望まれるその高位置と低位置の間の移動量とは関係なく、それ自体が寸法決
めされてもよい。
【００２４】
　有利な実施形態によって、弾性部材および追従フィンガと共に貯留部の作動高位置を画
定する案内トラックの一部は、ハート形状部位の尖り部の方へ尖り部が配向されるドロッ
プ形状部位である。ドロップ形状部位は、案内トラックの残りの部分とのその接合部に、
分枝部とは異なる、強制的にフィンガにドロップ形状部位の分枝部に追従させる横側面を
備えることが好ましく、弾性部材は制動手段を構成する、
　ドロップ形状部位に沿い追従フィンガによって一方向にのみ移動されることが可能にな
るように設計されることから、これによって、貯留部がその高位置からその低位置の方へ
と退出する場合に対応して、弾性部材が追従フィンガの移動を一方向のみに制動できるこ
とが可能となる。
【００２５】
　中空の案内トラックは、ハート形状部位とドロップ形状部位との間に、そのトラックに
沿い追従フィンガによって両方向に移動されるように適合された単一の長手方向部位を、
またはそうではなくて、単一方向に移動されるようにそれぞれが適合された２つの並行な
長手方向分枝部を備える（その場合、これらの部位は先の尖ったゾーンを有しない）。し
かしながら、案内トラックの双方向の単一部位を設ける方が簡単かつよりコンパクトであ
る。
【００２６】
　有利には、取付け式の弾性部材は、取付け式の、好ましくは金属の弾性ストリップであ
り、これは、追従フィンガの前記移動がそのブレードの変形を引き起こすようにその案内
トラックの横側面付近に配設される。当然のことながら、追従フィンガが貯留部の高位配
置形態で係合される案内トラックのゾーンが双方向の単一部位である場合、貯留部がその
高位置を退出する際だけでなく、貯留部がそこに到着する際にもそのような弾性部材はフ
ィンガの移動への制動をもたらす。
【００２７】
　追従フィンガは有利には、一般的に長手方向のアームによって担持され、また長手方向
のアームであって、フィンガが中空案内トラックの湾曲に追従することが可能になる。こ
のアームは連節式または可撓性であってもよい。このアームは有利には、弾性圧縮可能な
デバイスがその安定引込み配置形態にあるとき、圧縮された状態で作用されるように配設
される。
【００２８】
　案内トラックが、追従フィンガを受け取るそのゾーンで、両軸方向で移動されることが



(8) JP 5425916 B2 2014.2.26

10

20

30

40

50

可能な部位であるとき、取付け式弾性部材は、Ｕ字形状部分において、その分枝部が長手
方向に配向され、それらの間に、追従フィンガを受け取ることが可能な空間を形成するよ
うに構成され、その空間に対してＵ字の底部とは反対側の端部に、そのフィンガによって
引き起こされるそれらの分枝部の広がりによって、その空間からＵ字の外側に方にのみフ
ィンガによって移動されることが可能な狭窄部を画定する、Ｕ字形状部分であってもよい
。
【００２９】
　有利には、そのＵ字形部分は、貯留部がその作動高位置に接近するとき、追従フィンガ
がＵ字形状部分に形成された空間内に掛け止まるまで分枝部の上を滑動することができる
ように、一方、貯留部がその休止低位置の方に押しやられるとき、フィンガは、ランプに
よって案内トラックの底部に到達することができるように、分枝部を広げることによって
その狭窄部を通り越さなければならなくなるように、案内トラックの底部に対して後退し
て設けられた、底部の残りの部分に連結するための連結ランプが設けられた空洞に係合さ
れる。
【００３０】
　したがって当然のことながら、案内トラックの一方側に取り付けられたストリップによ
って形成され、またはＵ字形部分によって形成される取付け式の弾性部材は、有利には、
貯留部および本体の壁と並行に、本体の長手方向に対して横方向に変形する能力がある弾
性部材である。
【００３１】
　このような場合には、追従フィンガは、有利には、追従フィンガを中空案内トラックの
底部の方へ押圧する弾性ストリップによって担持される。
【００３２】
　一変化形態として、抵抗点を構成する取付け式弾性部材は追従フィンガを担持する。こ
のようにして、上述のように、追従フィンガは、追従フィンガを中空案内トラックの底部
の方へ押圧する弾性ストリップによって担持されてもよい。このような場合、中空案内ト
ラックの底部に対して後退して設けられた空洞内に係合されたＵ字形部分は、貯留部の高
位置で追従フィンガを掛け止めによって受け取るように適合された中空を備える取付け式
の部分と置き換えられてもよいが、追従フィンガは、貯留部を強制的にその高位置から出
させる大きな力がもたらされる場合に追従フィンガがその中空から退出することを可能に
するランプ形成側面を備えてもよい。他の実施形態では、その追従フィンガは、可撓性連
結ゾーンによって支持部に、例えば全般的に長手方向のアームに連結される。これによっ
て、その追従フィンガはその部分の中空から脱出するように長手方向に傾斜することがで
きる。
【００３３】
　弾性圧縮可能なデバイスの安定引込み配置形態を決定するハート形状部位が中空案内ト
ラックの一部でしかないとき、貯留部がその高位置にあるとき追従フィンガを受け取るゾ
ーンとは関係なく、その角形状のゾーンはもはやフィンガ用の移動ゾーンを構成しない（
実際、そのゾーンは、フィンガがそのハート形状部位に戻る際にフィンガをハート形状部
分の２つの部位の一方にしか案内しないルーティングデバイスを構成する）ことに留意さ
れたい。したがって、本発明のこのような実施形態による容器の案内トラックのハート形
状部位の尖り部の役割は、欧州特許第１７２１４５３号明細書に述べられたハート形状ト
ラックの役割とは異なる。
【００３４】
　本発明の組み合わせられてもよい有利な特徴によると、
　中空案内トラックは本体に接合され、追従フィンガは貯留部に接合される、
　本体は管および取付け式ケージを備え、中空案内トラックはその取付け式ケージ内に形
成され、その取付け式ケージは、その取付け式部分を管内の定位置に置く前に貯留部がス
リーブの内部ボリューム内に横方向に進入することを可能にするように適合された長手方
向のスロットを有するスリーブの形態を有する、
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　それは、取付け式部分の横スロット内に係合される、その取付け式部分が管の内壁内に
固定されるためのＣ字形状横部分を備える、
　バネ、中空案内トラック、および追従フィンガは、本体と貯留部の横壁同士の間に配設
される、
　シャフトは、塗布器の方には密閉部位を、キャップの方には横方向接触表面を備える突
起部を備え、貯留部は、そのネック部に到達する手前では、密閉部位を軸方向の当接で受
け取るように適合された着座形成狭窄部を、そのネック部を超えたところでは、その円周
にそって、複数の剛性セクタおよび弾性セクタによって形成されたカラーを備え、そのカ
ラーは、本体の内側断面よりも大きな寸法である弛緩された配置形態と、その本体の内側
に閉じ込められる狭窄された配置形態とを有し、剛性セクタは、そのカラーの内側縁部に
沿って、塗布部材がその休止配置形態にあるとき狭窄部に対して密閉部位を維持するよう
に突起部の横方向接触表面に対して軸方向に当接するように適合されたリムを備える、
　カラーの少なくとも剛性セクタは、カラーを本体の内側のその狭窄配置形態に維持する
ために本体の内側壁に対して凭れ掛かる外側リムをさらに備える、
　カラーは、これもまた剛性または可撓性部位によって形成されたスカートによって連携
されて、貯留部の狭窄部を覆う、
　狭窄部は、貯留部の内側に向けてワイパーリップを備える貯留部の取付け式部分の一部
を形成する、
　一変化形態によると、密閉手段は上述のタイプの、塗布部材のシャフト上に形成された
突起部と、その塗布部材が再装填配置形態で貯留部内に係合されるときに突起部によって
移動されるように、またその塗布部材がその再装填配置形態に留まる限りその突起部をそ
の着座のまま維持するように適合され、貯留部の空洞内に設けられた複数のボスまたは「
米粒」とを備える。したがって、これらのボスは、貯留部がその作動高位置に達していな
い限り、貯留部と塗布部材の効果的な連携に寄与する、
　突起部の密閉部位は、シール、例えば取付け式のシールなどを備える。
【００３５】
　当然のことながら、シャフトの突起部と貯留部のネック部の近傍に設けられる密閉部材
との間の上述の協働は、本発明の第２の態様を満たす。
【００３６】
　添付図面を参照して、例示的かつ非制限的な例としてここに掲げられる以下の記述から
、本発明の目的、特徴、および利点が明らかになろう
【図面の簡単な説明】
【００３７】
【図１】本発明によるマスカラ容器の分解斜視図である。
【図２】図１の容器の本体内に係合されたケージの斜視図である。
【図３】立面図である。
【図４】キャップが本体内の最大押し込み位置にある配置形態の図１の容器の軸方向部分
断面を備えた立面図である。
【図５】キャップが本体容器の外側にある配置形態のその容器の軸方向部分断面を備えた
他の立面図である。
【図６】図１の容器の下から見た図である。
【図７】図は貯留部の進入部位の斜視図である。
【図８】塗布部材が貯留部内に部分的に係合される配置形態の図１の容器の部分的断面図
である。
【図９】塗布部材が貯留部に凭れ掛かる配置形態の類似図である。
【図１０】塗布部材と貯留部の全体が本体の底部の方へ押し込められている最中の配置形
態の類似図である。
【図１１】図４の最大押込み配置形態の類似図である。
【図１２】別の配置形態の案内部材を備える、本発明による容器の別の実施形態の分解部
分立面図である。
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【図１３】その他の実施形態が備える追従フィンガの変化形態の斜視図である。
【図１４】図１２に表わされた弾性部材を定位置に置いた後のその他の実施形態の詳細図
である。
【図１５】中空案内トラックに対する追従フィンガの２つの位置を示す他の実施形態の断
面詳細図である。
【図１６】さらに別の実施形態による図１２の類似図である。
【図１７】その他の実施形態が備える追従フィンガの変化形態の斜視図である。
【図１８】その他の追従フィンガの２つの配置形態を示す図１５の類似図である。
【図１９】別のタイプの密閉手段を備える、本発明による容器のさらに別の実施形態の立
面図である。
【発明を実施するための形態】
【００３８】
　全体参照符号１で表わされる図１の容器はマスカラ容器であって、
　本図では垂直方向である長手方向に延在し、底ゾーン１１と自由縁部１２が設けられた
細長い本体と、
　底部２１とネック部２２を備え、本体内に全てが含まれるように適合されると同時に、
本体内で休止低位置と作動高位置の間で並進移動可能である、マスカラを含む貯留部２０
と、
　シャフトが貯留部のネック部２２を通過するその貯留部に対して再装填配置形態で貯留
部の中に押し込まれるとき化粧品が装填されるように適合された塗布器３２によって終端
するシャフト３１を備える塗布部材３０と、
　塗布部材３０に接合され、実質的に引き込められた配置形態に到達するまで、本体内に
係合されるように適合されたキャップ４０（容器がバッグ内またはポケット内にあるとき
本体から不意に偶発的に引き出されることを可能にするには不充分なほどの、最大限でも
極めて僅かな把持しか使用者の指に与えない）とを主に備える容器である。
【００３９】
　本体は互いに接合された１つまたは複数の部分によって形成されてもよい。本明細書で
検討される実施例では、本体は、なんらかの特定の断面（円形、長方形、多角形、または
他の形）の、両端の開いた管１０Ａと、特にその管の底面を構成するようにその管の低部
内で恒久的に定位置内に置かれるように適合された取付け式ケージ形成部分１０Ｂとを備
える。このケージは本明細書では長手スロット１４および長手開口部１５を備える。２つ
の部分のこの配置形態は２つの部分１０Ａと１０Ｂを構成する材料が、例えば管には金属
材料、部分１０Ｂにはプラスチック材料など、個別に選択されることを可能にする。当然
ながら、ここに表わされない変化形態として、本体は、例えば成形で得られるなど、単一
部分として形成されてもよい。
【００４０】
　本体１０Ａ＋１０Ｂと貯留部２０との間に弾性圧縮可能な案内デバイスが配置される。
このデバイスは、
　本体１０Ａ＋１０Ｂと貯留部２０とのそれぞれの２つの接触表面の間に配設されるバネ
６１において、これらの接触表面は本明細書では貯留部に接合され、本明細書ではネック
部２２付近の貯留部の上部分を取り囲む環状部位６２と、本明細書では取付け式ケージ１
０Ｂの上縁表面によって構成される、本体１０Ａ＋１０Ｂに接合された接触表面とによっ
て構成される（この取付け式ケージの幾何学形状を考えると、この上縁表面はＣ字形状で
ある）、バネ６１と
　本体と貯留部の間に別々に分配される２つの相補的部位、即ち、
　全般的に本体の長手方向に配設される中空の案内トラック６４と、
　その案内トラック内に係合される追従フィンガ６５とを備える。
【００４１】
　中空案内トラック６４は本明細書では本体によって、より詳しくは取付け式部分１０Ｂ
によって担持されるが、追従フィンガ６５は貯留部によって担持される。しかしながら、
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当然のことながら、ここに表わされていない変化形態では状況が逆になってもよい。
【００４２】
　この中空案内トラック６４は、追従フィンガにとっての安定位置を構成するように適合
された角形状ゾーンをそれぞれが備える２つの端部位６４Ａと６４Ｂを備える。より詳し
くは、これら２つの角形状ゾーンは同じ方向に配向され、これらの先端部位の一方、６４
Ａは、対応する角形状ゾーンを中央部が形成するＷ形状ゾーンを備える。バネ６１は、追
従フィンガをそれらの角形状ゾーンの一方または他方に向けて押しやるように配設される
。これは図２および図３を参照して詳述される。
【００４３】
　追従フィンガ６５は、容器の長手方向と概ね並行に配向されるアームの端部６５Ａに取
り付けられることが好ましく、その他方の端部６５Ｂは、その追従フィンガを担持する部
位に連節される。
【００４４】
　追従フィンガが貯留部によって担持される、本明細書で検討される実施例では、アーム
の端部６５Ｂはその貯留部の底部２１の下で連節されることができるように湾曲される。
【００４５】
　バネが貯留部を本体から外方に押しやるとすると、追従フィンガはその貯留部によって
外方に押しやられる。そのような理由から、その追従フィンガのための安定位置を画定す
る中空案内トラックの角形状ゾーンＡおよびＢが外方に配向される（即ちゾーンが外方を
指す）。追従フィンガが本体によって担持されるのに対し、中空案内トラックが貯留部に
よって担持される場合、案内トラックの角形状ゾーンは本体の底部の方へと配向されるべ
きである。
【００４６】
　中空案内トラックの詳細は図２および図３によって示される。
【００４７】
　当然のことながら、追従フィンガは、文字Ａによって識別される部位６４Ａの角形状ゾ
ーンにあるとき、貯留部が安定最大押込配置形態で安定して留まるように安定位置にある
のに対し、追従フィンガは、文字Ｂによって識別される部位６４Ｂの角形状ゾーンにある
とき、貯留部は安定最小押込め配置形態にある。実際には、フィンガは少なくとも１つの
他の低位置を有して、貯留部に対して、文字Ａによって画定されるよりも大きな押込めの
配置形態を画定する（ＣおよびＣ’によって示されるこれらの低位置は、上述のＷ形状ゾ
ーンを形成する２つのＶ’字の基部に位置付けられる。しかしながらこれは不安定な配置
形態である。より詳しくは、バネに抗して貯留部を押し下げることによって、追従フィン
ガはＷ形状部位のそれらの中空部ＣまたはＣ’の一方の中へもたらされることができ、次
いで文字Ｂによって記される位置に到達するまで案内トラックを追従することを可能にさ
れる。
【００４８】
　実際には、貯留部が底部の方へ押される場合に追従フィンガが中空部の一方にだけ、本
明細書では右側の中空部にだけ選択的に係合されることを保証するように、中空案内トラ
ックの端部位６４Ａの底部に逆止めステップ１００が形成される。これは、ステップ１０
０の位置で案内トラックの深さを増大すれば充分である。次いで貯留部への押圧の解放が
、貯留部がゾーンＡによって画定される配置形態を達成することを可能にする。再度貯留
部を押圧すると、追従フィンガが左側の中空部を通り越し、次いで高端部位６４Ｂの方へ
上がるようになる。
【００４９】
　当然のことながら、追従フィンガがそのような中空部ＣまたはＣ’を通り越すときのそ
の軸方向の位置は、位置Ａから位置Ｂ、また位置Ｂから位置Ａに移動するために通り越す
ことが必要となるニュートラルの押込め位置を構成する（実際にはＷ形状部位の２つの中
空部ＣおよびＣ’は本体に対して実質的に同一のレベルにある）。
【００５０】
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　同様に、高端部位の文字Ａによって記される他方の角形状ゾーンには、逆止めステップ
２００が設けられて、追従フィンガがその位置Ｂにある配置形態から貯留部が押し込めら
れる場合に、追従フィンガが必ず戻り部位の一方を部位６２Ａ、本明細書では右の分枝部
の方へ追従することを保証する。
【００５１】
　したがって、本体と貯留部の間に位置付けられた弾性圧縮可能な案内デバイスは、貯留
部の休止低位置を決定する安定引込み配置形態と、その貯留部の作動高位置を決定する最
大伸張配置形態とを有することが明らかであり、それらの配置形態の一方から他方へのデ
バイスの移動は、バネに抗した安定引込み位置を超える引き込みによって行われ、デバイ
スは本体と貯留部の一方に、概ね本体の長手方向に配設された中空案内トラックを備え、
本体と貯留部の他方には、少なくともデバイスがその最大伸張配置形態にあるときにその
中空案内トラックに係合される追従フィンガを備える。
【００５２】
　当然のことながら、追従フィンガと低端部位の角形状ゾーンＡとの協働が貯留部の休止
低位置を決定する。他方、有利には、ケージ１０Ｂは、貯留部に設けられた相補的接触表
面と共にその貯留部の作動高位置を画定する機械的当接部を備えるように有利に設計され
る。これは追従フィンガがその高位置内に押しやられることを回避する（いずれにしても
過度に押しやられないようにする）。これらの当接部は、本明細書ではケージ１０Ｂの長
手スロット１４に沿って設けられたショルダ部１８であり、貯留部の高位置でこれらの当
接部と協働するように適合された接触表面は、バネが凭れ掛ってくる環状接触表面によっ
て構成される。
【００５３】
　本発明の一態様によると、バネ自体が、追従フィンガをそれが位置Ｂに到達するまで位
置Ａから移動させることを可能にするように寸法決めされないことが可能である。より詳
しくは、フィンガのその位置Ｂから位置Ａの方向への移動を制動するように、案内トラッ
クの近傍にその角形状ゾーンＢ付近で取付け式弾性部材６７が設けられる。当然のことな
がら、バネの推進力から引き継いで使用者が容器に対して特定の作用を及ぼすことによっ
て、位置Ｂに到達する追従フィンガの移動が得られたとしても、使用者が、その弾性部材
を通り越させるのに充分な力を掛けることによって、追従フィンガをその位置Ｂにもたら
す動きとは反対の動きを成すまで、追従フィンガは通常その位置Ｂに留まる。正確には、
使用者の指によるキャップの把持を可能にするのに充分な距離分キャップが本体から突き
出るように、貯留部がキャップを押しやるのに充分にバネが強力であればよい。
【００５４】
　この取付け式弾性部材、本明細書では弾性ストリップは、有利には、追従フィンガがそ
の位置Ｂから位置Ａに移動する際に追従フィンガによって掃かれるボリュームに侵入でき
るようにトラックに対して配設される。これは、この移動は、貯留部自体の重量よりも実
質的に大きくなるよう調整することの容易な、そのブレードを変形させるのに充分な力と
、塗布器に化粧品を再装填する作業の度に貯留部に掛けられる適度な推進力（特に、マス
カラ容器が典型的に備えるワイパーを通り越すためであるが、ワイパーは用途に応じて省
略されてもよい）とを掛けることが必要であることを意味する。これは、フィンガが重力
にも関わらずその位置に保たれることを保証する。
【００５５】
　したがって、当然のことながら、追従フィンガの役割は、Ａにおいては、貯留部をその
休止低位置に保持するためにＷ形状部位の角形状ゾーンと協働すること、またＢにおいて
は、使用者が貯留部をその作動高位置から前記休止低位置に移動させることを望むときに
通り越すべき「抵抗」点を構成するために取付け式弾性部材と協働することである。
【００５６】
　有利には、中空案内トラックの端部位６４Ａと６４Ｂは単一の中間トラック６４Ｃによ
って連結される。しかしながらここに表わされていない変化形態として、これらの端部位
は、それらの高端部位と低端部位の間の追従フィンガの上昇用と下降用にそれぞれが設定
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された並行トラックのセクションによって連結されてもよい。
【００５７】
　より詳しくは、有利には、低いＷ形状部位は大きなハート形状部位（本明細書では逆転
している）を形成し、高部位は大きなドロップ形状部位の一部を形成し、これらのハート
形状部位とドロップ形状部位は、その単一中間部位６４Ｃに接合する先の尖った接合ゾー
ンを有する。角形状ゾーンに関して以上に述べられたことと同様に、追従フィンガがその
単一中間部位を退出する際に、それにハート形状またはドロップ形状の適切な分枝部を追
従させる追従フィンガへの案内効果を保証する、ハート形状部位およびドロップ形状部位
と中間部位との接合部には逆止めステップ３００および４００が設けられる。
【００５８】
　図１では、追従フィンガ６５を担持するアーム６５Ｂは、追従フィンガがその安定位置
Ａにあるとき圧縮した状態で動作することに留意されたい。これは、弾性圧縮可能なデバ
イスのアセンブリの要部が貯留部と本体の横壁同士の間に位置付けられることを可能にす
るのに役立つ。これは、そのデバイスの存在にも関わらず、本体の内側ボリューム内の貯
留部のボリュームを最大化することを可能にする助けとなる。
【００５９】
　貯留部のその高位置と低位置の間の移動を案内することは、専ら追従フィンガが中空案
内トラックと協働することによって行われてもよい。
【００６０】
　しかしながら、有利には、この案内は、本明細書では貯留部に形成された参照符号２５
のランナの、本明細書ではケージ１０Ｂに形成されたリブまたは畝部１９との協働によっ
て完成される。したがって、これらの部材１９および２５によって完成される場合もある
弾性圧縮可能なデバイスは、弾性圧縮可能な案内デバイスを構成する。
【００６１】
　さらに別の変化形態によると、中空案内トラック全体がハート形状であり、そのＷ字形
状部分は低端部位を構成し、尖り部は高端部位を構成する。
【００６２】
　このデバイスの一部は取付け式部分１０Ｂに取り付けられることが以上に述べられてい
る。このような取付け式部分を備える本体の１つの利点は、取付け式部分と貯留部の間の
定位置にそのデバイスを置くことが管１０Ａの外側で行われてもよいこと、またアセンブ
リ１０Ｂ＋２０の管１０Ａ内の、弾性圧縮可能デバイスの部材との係合が、その取付け式
部分およびその貯留部との協働のための配置形態で、これらの部材が定位置に保たれるこ
とを保証するということである。
【００６３】
　この取付け式ケージが有利には、中空案内トラックが設けられているそのスリーブの内
側ゾーンに面した長手方向スロット１４を有するスリーブの形状を有する（特に図２を参
照）のは、特に、バネおよび追従フィンガと共同して貯留部をケージ内で定位置に置くこ
とをし易くするためである（したがってこのケージは概ねＣ字形状の断面を有する）。し
たがって、アーム６５Ａの湾曲部６５Ｂが貯留部の底部の適切なチャネルに位置決めされ
ると、スロットを通した貯留部の横方向の係合は、追従フィンガが中空案内トラックの任
意のゾーン内に位置決めされることを可能にし、そのようにして得られた配置を定位置に
保持することを保証するには、アセンブリを軸方向に管内に係合させるだけで充分となる
。
【００６４】
　長手方向スロット１４は、そのスリーブの内側ボリュームの幅と同じ幅を有してもよく
、これは、貯留部のそのスリーブ内への容易な係合を可能にする。変化形態として、スロ
ットは僅かに狭い。これは、ほぼ同じように容易な係合を可能にしながら、アセンブリが
管１０Ａ内に位置決めされる間保持効果ももたらす。
【００６５】
　スロット１４から離隔されたスリーブの残りの壁に有利に設けられてもよい横方向開口
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部１５は、スリーブが軽くなることを可能にしながら、スリーブの内側とその中に埋め込
まれなければならない部材とにアクセスをもたらす。
【００６６】
　スリーブは、追従フィンガ６３を担持するアームの湾曲部の存在を考慮して、貯留部の
底部の形態に相補的であるように形成された底部を有利に備える。
【００６７】
　図３において、底部の厚みに横方向スロット１６が存在することに留意されたい。この
横方向のスロットは２つのＣ字形状の部分１７および１７’が定位置内に置かれるのを可
能にする。Ｃ字形状の部分１７および１７’は、スリーブが管内に係合されるときそれら
自体をそれらの後部位１７Ａによって管の内側壁に固定しながらそれらの端部１７Ｂによ
って互いに凭れ掛かるよう協働するように適合される（図６参照）。
【００６８】
　図４および図５は組み立て後の図１の容器を表す。
【００６９】
　図４において、キャップと塗布部材のアセンブリとは本体内に引き込まれている。より
詳しくは、キャップの自由面は本体の自由縁部と同一平面であることが分かる。前述のと
おり、バッグまたはパケット内に含まれた物体によって不意に捕えられるほど充分な把持
をキャップが与えなければ、この引き込みは完全である必要はない。
【００７０】
　この配置形態では、追従フィンガは図３の位置Ｂにある。
【００７１】
　使用者がマスカラを塗布することを望むとき、使用者は、追従フィンガがＷ字形状部位
の適切な中空部ＣまたはＣ’を通り越すことを可能にするように、それによって、フィン
ガが上述の中空部を通り越した後に位置Ｂの方へ脱出することができるということを利用
して、バネが貯留部を上昇させることを可能にするように、キャップの自由面を押圧する
。次いで塗布部材が貯留部に対して凭れ掛かることから、貯留部の上昇を可能にする追従
フィンガの上昇は、キャップを含む塗布部材の上昇も可能にする。次いで使用者はキャッ
プを把持することができ、必要に応じて、貯留部がその最大引出し位置にもたらされるま
でキャップの上昇を続けることができる。次いでフィンガはその位置Ｂにあり、取付け式
弾性部材の存在によってそこに留まる。
【００７２】
　ここで貯留部と塗布部材のシャフトとには、貯留部がその最大引出し位置に到達してい
ない間、貯留部とその塗布部材を連係する相補的軸方向部材が有利に設けられることは注
目に値する。これらの相補的軸方向連携部材は有利に密閉機能を実行する。
【００７３】
　図１で示されるように、２つの部分が貯留部２０のネック部に位置付けて取り付けられ
るように適合される（実際には接合される。即ち確実に接合される）。
【００７４】
　貯留部の上部でそのネック部にわたって係合するように適合されたワイパー形成部７０
、および
　ワイパー形成部にキャップをするように貯留部の端部に係合するように適合され、塗布
部材のシャフトによって担持された突起部３５と協働するように適合された密閉部分８０
。
【００７５】
　ワイパー形成部は、使用者が塗布部材を貯留部から取り出す際に塗布器と共に出てくる
化粧品の量を制御する目的を有する。ワイパー形成部は典型的には塗布器を制御された方
法で拭う能力がある可撓性材料の一部である。したがってこの部分は、実際には塗布器の
形態によって画定される形態を有する。このワイパー形成部分は、塗布部材が貯留部内で
その再装填配置形態にあるとき突起部３５が出て凭れ掛かる着座を形成することによって
上述の突起部３５と協働するように適合された密閉接触表面を形成する狭窄部７１を備え
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る。その狭窄部の下に、任意の知られている適切なタイプのワイピングリップ部７２が位
置付けられる。
【００７６】
　より詳しくは、突起部は、密閉接触表面７１に対して軸方向に付けられるように適合さ
れたシールが有利に設けられた密閉部位３５Ａを備える。有利には、密閉接触表面は、狭
窄部を超えてワイパー形成部分７０に係合するように適合されたプラグ形成部位３５Ｃに
よって完成される。
【００７７】
　突起部３５は本体３５Ｂを有し、本体３５Ｂは、キャップの方に広がる、全体に円錐台
形状を有する横方向の接触表面３５Ｄを密閉部位３５Ａから離隔して備える。
【００７８】
　密閉部分８０は、複数の剛性セクタ８１と可撓性セクタ８２が円周に沿って形成された
カラーを備える。カラーによって、密閉部分８０はそれが本体の内側断面よりも大きな横
方向寸法を有する弛緩配置形態と、可撓性セクタの圧縮によってそれが本体の内部ボリュ
ーム内に閉じ込められる狭窄配置形態とを備える。これらの剛性セクタは、有利には、可
撓性部位によって密閉部分８０の下部分を構成する剛性冠部８４に連結される。可撓性セ
クタに関しては、それらは有利には、冠部とそれが一体的に形成された剛性セクタとをオ
ーバモールディングすることによって得られる。
【００７９】
　少なくとも剛性セクタ８１は、突起部３５の横方向接触表面３５Ｄに対して軸方向に係
合するように適合されたリム８１Ｂを、カラーの内側縁部に沿って備える。有利には、リ
ム８２Ｂも可撓性セクタに設けられる。さらに、これらのセクタは、有利には、外側リム
８１Ｃ、または８２Ｃさえも備える。
【００８０】
　実際、密閉部分８０の低部位を構成する冠部８４は、スカートにおいて、その軸方向寸
法が、リム８１Ｂと狭窄部７１の間の軸方向距離が、ゾーン３５Ａに設けられる可能性の
あるシールが圧縮されるまで密閉部位３５Ａが密閉接触表面７１に対して付けられるとき
に、突起部３５の横方向接触表面に対するリム８１Ｂの係合が得られるように設定される
ことを可能にするスカートである。このように、横方向接触表面に対するリムの係合は、
これらの密閉部材を定位置に保持する。
【００８１】
　一変化形態として、突起部は、少なくともその部分３５Ａに関しては、突起部が密閉部
分８０のその着座に来るとき弾性圧縮される能力がある材料から形成される。
【００８２】
　リム８１Ｂと接触面３５Ｄのこの協働の相補的役割は、カラーがその狭窄配置形態に維
持される間、この協働が貯留部と塗布部材の軸方向の連係をもたらすということであり、
これは使用者によってキャップに掛けられる、したがって塗布部材に掛けられる引出し移
動が、バネ６１の力とは関係なく、貯留部に転送されることを可能にして、貯留部がその
高作動位置に到達するまでその上昇の終わりを貯留部にもたらすようにする。
【００８３】
　図８は、使用者が塗布部材を部分的に貯留部内に係合させた配置形態、即ちシャフトが
既にワイパー形成部分７０および密閉部分８０を通過し、突起部が密閉部分８０内に係合
しかけているところを表す。カラーはその弛緩配置形態にある。
【００８４】
　ワイパー形成部分７０を通過することによって、塗布器は抵抗に遭遇したが、貯留部は
移動していない。これは、ワイパーによって生じる抵抗が貯留部と本体の間の抵抗点の抵
抗よりも小さいことによる。
【００８５】
　押し込み移動を続けると（図９参照）、密閉部分８０のスカートが本体内に係合する間
、突起部の密閉部位を密閉接触表面７１にもたらす。そのことの効果は、カラーの閉じ込
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め効果を開始することである。次いで内側リム８１Ｂは、軸方向に、突起部の後横方向接
触表面のレベルになる。スカートは、本体の自由縁部と共に、ランプ効果をもたらす。ラ
ンプ効果は、外側リム８１Ｃ、さらに８２Ｃの存在によって増幅されて、狭窄配置形態が
達成されるまで本体の自由縁部と共にカラーの変形を引き起こす。この方法で、貯留部の
本体内への下降がカラーの本体内への進入を引き起こし、これによってリム８１Ｂが互い
に近づき、したがってそれら同士が横方向の接触表面３５Ｄに沿って係合するようになる
（図１０）。次いでカラーはその狭窄配置形態になる。
【００８６】
　カラーを本体内に閉じ込めることは使用者からの力を必要とする。これは取付け式弾性
部材を通り越すのに必要な力に加えられる。この弾性部材が取付け式部材であるというこ
とは、適切な剛性の部材を選択することによって、貯留部の本体内への下降の開始を引き
起こすことに成功するように掛ける力の大きさを調整することを可能にする。
【００８７】
　この移動は、本明細書ではキャップが本体へ同一平面上で引き込こめられることに対応
する（図１１）、貯留部がその最大押入れ配置形態に到達する時点まで続く。
【００８８】
　図１２から図１５は本発明による容器の一変化形態を部分的に表わす。これは、特に貯
留部がその高作動位置にあるとき追従フィンガが位置付けられるその部分に関して、弾性
圧縮可能なデバイスの構造によって上述の容器とは区別される。
【００８９】
　上述の容器の要素と類似の容器の要素は、上述の容器に使用された参照符号に数字５０
０を加えた参照符号によって示される。
【００９０】
　したがって、図１２の案内トラック５６４は、図２および３と同じ幾何学的形状を有す
る低端部位５６４Ａを備える。しかしながら、部位５６４Ａに単一部位５６４Ｃによって
連結された高端部位５６４Ｂは、それがトラックの長手断面であり、その低部には空洞５
６４Ｄが形成されるということによって、図２および３のドロップ形状とは異なる幾何学
形状を有する（図１５参照）。この空洞はランプ５６４Ｅによって中空案内トラックの底
部に連結する。ランプ５６４Ｅの役割は後ほど明らかになる。ここに表わされている実施
形態では、案内トラックはその空洞の位置で広くなる。
【００９１】
　その空洞には、分枝部５６７Ａおよび５６７Ｂが下方に長手方向に、即ち案内トラック
の残りの部分の方に配向されたＵ字形状を有する取付け式部分５６７が係合される。これ
らの分枝部は、追従フィンガを受け取ることが可能な空間５６７Ｃをそれらの間に形成す
るように共形にされる。これらの分枝部は、フィンガによるその空間からの脱出が、その
追従フィンガの幅が得られて、狭窄部が拡がるまで分枝部同士を強制的に隔てることによ
ってのみ行われることができるように、Ｕ字の底部に対して軸方向に反対側の端部で追従
フィンガの幅よりも狭い狭窄部を形成するように、対向し合う突起部を備える。
【００９２】
　この取付け式部分の厚みは、ケージの内方に配向されたその面が、トラックがケージ内
で定位置にあるときトラックの残りの部分の底部と実質的に同一平面となるようなもので
ある。
【００９３】
　追従フィンガが分枝部同士を離そうとするとき、実際にそのケージの壁と並行に起こり
つつある変形が回避されるように、このＵ字形状部分は、ケージ５１０Ｂの厚みに形成さ
れたスロット内に係合される（図１４参照。案内トラックの一方の横側面だけが表わされ
ている）。
【００９４】
　追従フィンガは空洞の底部の方へ、容器の長手方向に対して横断方向に弾性的に押し付
けられる。これは、例えばアーム５６５Ａに対して弾性材料や適切な予応力を備えたアセ
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ンブリを選択した結果である。
【００９５】
　貯留部がその高作動位置にあるとき、追従フィンガはＵ字形状部分の分枝部同士の間、
またそのＵ字の底部とそれらの分枝部によって成形された狭窄部との間に形成された空間
に係合される。
【００９６】
　図１５から明らかなように、貯留部が押し込み力を受けるとき、その力は貯留部によっ
て追従フィンガに伝えられ、したがって追従フィンガは長手方向下方に押される。狭窄部
が存在することを考えると、追従フィンガはその空間から自由に出ることができず、分枝
部同士を強制的に離すのに充分な力がそれに掛けられざるを得なくなる。追従フィンガが
その空間から出始める間、あるいはそこから出た後、ランプ５６４Ｅは追従フィンガを、
案内トラックの残りの部分の底部のレベルに戻るように、強制的に後退させようとする（
貯留部の軸線の方へ横方向に）。上述の容器内と同じ方法で追従フィンガを保持できる低
端部位まで到達するように追従フィンガを案内トラックに沿って滑動させれば充分なので
、貯留部に掛けられる移動を継続することは小さな力しか必要としない。図１５では、追
従フィンガは、案内トラックの底部で正常に滑動できる配置形態で、点線で表わされてい
る。
【００９７】
　使用者が貯留部をその高位置に上昇させることを望むとき、使用者が貯留部をその高位
置にもたらすようにキャップを把持できる程度に、使用者はバネに少なくとも上昇を始め
るのに充分な押圧をかければ充分である。この動きの終わりにおいて、取付け式部分の分
枝部が案内トラックの残りの部分の底部と実質的に同一平面であるということは、追従フ
ィンガが、Ｕ字形状の底部付近で分枝部同士の間に位置付けられた空間内に掛け止めによ
って係合するまで、分枝部に進入せずに、追従フィンガが分枝部の上を滑動することがで
きるという利点を有する。このように分枝部は上昇中に抵抗に合わずに通り越されてもよ
い。
【００９８】
　言い換えれば、Ｕ字形状部分の分枝部は、貯留部が本体内に下降する方向にのみ追従フ
ィンガが通り越す抵抗点を構成する。
【００９９】
　追従フィンガがアームによって担持される実施例では、追従フィンガが案内トラックの
底部の方へ掛けられる圧力は、アームが取り付けられるための予応力によって有利に得ら
れる。
【０１００】
　一変化形態として、５６５’で示された追従フィンガは、そのような横方向の予応力を
貯留部の内側から離してもたらすように曲げられる弾性ブレード５６５Ａ’に取り付けら
れてもよい。
【０１０１】
　図１６から図１８は別の変化形態を表す。図１２から図１５の部分と類似の部分は、そ
れらの図で使用された参照符号に数字１００を加えた参照符号によって示される。
【０１０２】
　したがって図１６から図１８は、一部において、図１２から図１５の容器とは異なる容
器について述べる。この容器は、本明細書では、離れることができないようにＵ字の底部
から隔てて互いに連係された分枝部を備えた閉鎖開口部６６７Ｃを備えた取付け式部分に
よってＵ字形状部分が置き換えられているということによって図１２から図１５の容器と
は異なる。
【０１０３】
　この事例では、弾性圧縮可能な案内デバイスの動作は実質的に同じであるが、その差異
は、追従フィンガが、空間６６７Ｃから脱出するために、貯留部の方に配向されるその部
分の面のレベルに来るまで後退しなければならないということである。
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【０１０４】
　追従フィンガ６６５は可撓性部位６６５Ｄによってそのアーム６６５Ａに有利に連結さ
れる。このことによって、追従フィンガは、空間６６７Ｃから脱出できるように容器の長
手方向に傾斜することができる。この事例では、追従フィンガの傾斜の効果は、その空間
から退出できるようにフィンガの横壁がランプとしての働きをしてもよいということであ
る。
【０１０５】
　図１７は図１３の追従フィンガの変化形態を表す。ここでは追従フィンガは、弾性可撓
性ストリップ６６５Ａ’によって担持され、追従フィンガが空間６６７Ｃから退出し易く
するランプ６６５’Ｂを構成するように適合された傾斜横側面を備える。
【０１０６】
　図１９は、貯留部と塗布部材の連係が、単に掛け止めの問題であることから、図７で表
わされた部材よりも簡単な部材によって得られる変化形態を表す。
【０１０７】
　図８から図１１の容器の部材と類似のこのように表わされた容器の部材は、特に、それ
らの図で使用された参照符号に数字１０００を加えた参照符号によって示される。
【０１０８】
　この容器は、主に、塗布部材へのその貯留部の連係を保証するために貯留部に設けられ
た部材の幾何学形状で、図１から図１２の容器とは異なる。
【０１０９】
　正確には、突起部の横方向接触表面の後ろで顎のように閉じる剛性セクタ８１の役割は
、ここでは、塗布部材の貯留部への進入の際に突起部によって通り越されることができる
ように、貯留部の内側表面に形成される簡単な隆起部１０８１によって果たされる。これ
らの隆起部は通り越す際の障害物となるが、そのことは、使用者が、貯留部を本体内に滑
動させるために必要となる一時的に追加の力をもたらさなければならないことを意味する
。当然ながら、貯留部と塗布部材が連係する配置形態で協働するこれらの隆起部のゾーン
と突起部のゾーンとの傾斜を変化させることによって、いずれの方向でもそれらの隆起部
を通り越すためにもたらさなければならない追加の力を調整することが可能である。塗布
部材の貯留部内への係合の方向の長手方向に対する僅かな傾斜は、僅かな追加の力しか必
要としないが、反対方向、即ち脱係合の方向で急な傾斜を選択すると強力な相互連係が可
能になる。貯留部と塗布部材の連係、ならびに密閉機能を実現するために、例えばシール
に適切な幾何学形状を選択するなど、他の変化形態も可能である。
【０１１０】
　当然のことながら、上述の様々な選択肢は様々な形で組み合わされてもよく、特に、追
従フィンガを担持するアームを、図１３で表わされているように可撓性ストリップと置き
換えることによって、本発明による容器は図１から図１２の構造を兼ね備えてもよい。さ
らに、弾性圧縮可能なデバイスは、一変化形態として、欧州特許第１７２１５４３号明細
書で述べられる種類の冠部一式を備えてもよい。
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【図５】 【図６】

【図７】 【図８】
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【図９】 【図１０】

【図１１】 【図１２】

【図１３】
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【図１４】 【図１５】

【図１６】

【図１７】

【図１８】
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【図１９】
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